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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メインＣＰＵと、電気的に書き込み及び消去可能な不揮発性メモリモジュールとを具備
してなり、
　前記不揮発性メモリモジュールは、不揮発性メモリと、不揮発制御ユニットとを含み、
　前記メインＣＰＵから発行されたコマンドに応答して前記不揮発制御ユニットは前記不
揮発性メモリの書き込み及び消去の制御を行うものであり、
　前記不揮発性メモリは、前記メインＣＰＵが実行するプログラムを格納するプログラム
格納不揮発性メモリと、前記メインＣＰＵによる前記プログラムの命令実行結果のデータ
を格納するデータ格納不揮発性メモリとを含み、
　前記不揮発制御ユニットによる前記プログラム格納不揮発性メモリへのプログラム書き
込みのデータサイズは、前記不揮発制御ユニットによる前記データ格納不揮発性メモリへ
のデータ書き込みのデータサイズと異なるサイズに設定され、
　前記メインＣＰＵは前記不揮発制御ユニットに前記プログラム格納不揮発性メモリへの
プログラム書き込みの要求を行う際に前記プログラム書き込みのデータサイズに対応する
第１のサイズ情報を前記不揮発制御ユニットへ供給して、
　前記メインＣＰＵは前記不揮発制御ユニットに前記データ格納不揮発性メモリへのデー
タ書き込みの要求を行う際に前記データ書き込みのデータサイズに対応する第２のサイズ
情報を前記不揮発制御ユニットへ供給して、
　前記不揮発制御ユニットは前記メインＣＰＵから供給される前記第１のサイズ情報に応
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答して前記不揮発性メモリの前記プログラム格納不揮発性メモリにプログラムの書き込み
を実行するものでありまた前記メインＣＰＵから供給される前記第２のサイズ情報に応答
して前記不揮発性メモリの前記データ格納不揮発性メモリにデータの書き込みを実行する
ものである半導体集積回路。
【請求項２】
　前記不揮発制御ユニットによる前記プログラム格納不揮発性メモリへのプログラム書き
込みの前記データサイズは、前記不揮発制御ユニットによる前記データ格納不揮発性メモ
リへのデータ書き込みの前記データサイズよりも大きくされた請求項１記載の半導体集積
回路。
【請求項３】
　前記データ格納不揮発性メモリは少なくとも１個のフラッシュメモリを含み、前記プロ
グラム格納不揮発性メモリは少なくとも２個のフラッシュメモリを含む請求項１または請
求項２のいずれかに記載の半導体集積回路。
【請求項４】
　前記メインＣＰＵから供給される動作モードに応答して前記不揮発制御ユニットは書き
込みデータを前記プログラム格納不揮発性メモリの前記２個のフラッシュメモリへシリア
ルにデータ転送するものである請求項３に記載の半導体集積回路。
【請求項５】
　前記メインＣＰＵから供給される他の動作モードに応答して前記不揮発制御ユニットは
書き込みデータを前記プログラム格納不揮発性メモリの前記２個のフラッシュメモリへイ
ンターリーブにより交互にデータ転送するものである請求項３に記載の半導体集積回路。
【請求項６】
　前記不揮発制御ユニットは、サブＣＰＵと、コントロールメモリとを含み、
　前記プログラム格納不揮発性メモリには、前記不揮発制御ユニットの前記サブＣＰＵに
よる前記不揮発性メモリの書き込みおよび消去を制御する書き込み・消去制御プログラム
が格納され、
　システム起動時には前記プログラム格納不揮発性メモリに格納された前記書き込み・消
去制御プログラムが前記不揮発制御ユニットの前記コントロールメモリへ転送され、
　前記不揮発性メモリの書き込み及び消去の制御は前記メインＣＰＵから発行されたコマ
ンドに応答して前記不揮発制御ユニットの前記サブＣＰＵが前記コントロールメモリに転
送された書き込み・消去制御プログラムの命令を実行することにより行われるものである
請求項１から請求項５のいずれかに記載の半導体集積回路。
【請求項７】
　メインＣＰＵと、電気的に書き込み及び消去可能な不揮発性メモリモジュールとを具備
してなり、
　前記不揮発性メモリモジュールは、不揮発性メモリと、不揮発制御ユニットとを含み、
　前記メインＣＰＵから発行されたコマンドに応答して前記不揮発制御ユニットは前記不
揮発性メモリの書き込み及び消去の制御を行うものであり、
　前記不揮発性メモリは、前記メインＣＰＵが実行するプログラムを格納するプログラム
格納不揮発性メモリと、前記メインＣＰＵによる前記プログラムの命令実行結果のデータ
を格納するデータ格納不揮発性メモリとを含み、
　前記不揮発制御ユニットによる前記プログラム格納不揮発性メモリへのプログラム書き
込みのデータサイズは、前記不揮発制御ユニットによる前記データ格納不揮発性メモリへ
のデータ書き込みのデータサイズと異なるサイズに設定され、
　前記メインＣＰＵは前記不揮発制御ユニットに前記プログラム格納不揮発性メモリへの
プログラム書き込みの要求を行う際にプログラム書き込みのデータサイズに対応する第１
のサイズ情報を前記不揮発制御ユニットへ供給して、
　前記メインＣＰＵは前記不揮発制御ユニットに前記データ格納不揮発性メモリへのデー
タ書き込みの要求を行う際にデータ書き込みのデータサイズに対応する第２のサイズ情報
を前記不揮発制御ユニットへ供給して、
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　前記不揮発制御ユニットは前記メインＣＰＵから供給される前記第１のサイズ情報に応
答して前記不揮発性メモリの前記プログラム格納不揮発性メモリにプログラムの書き込み
を実行するものでありまた前記メインＣＰＵから供給される前記第２のサイズ情報に応答
して前記不揮発性メモリの前記データ格納不揮発性メモリにデータの書き込みを実行する
ものであるシングルチップマイクロコンピュータ。
【請求項８】
　前記不揮発制御ユニットによる前記プログラム格納不揮発性メモリへのプログラム書き
込みの前記データサイズは、前記不揮発制御ユニットによる前記データ格納不揮発性メモ
リへのデータ書き込みの前記データサイズよりも大きくされた請求項７に記載のシングル
チップマイクロコンピュータ。
【請求項９】
　前記データ格納不揮発性メモリは少なくとも１個のフラッシュメモリを含み、前記プロ
グラム格納不揮発性メモリは少なくとも２個のフラッシュメモリを含む請求項７または請
求項８のいずれかに記載のシングルチップマイクロコンピュータ。
【請求項１０】
　前記メインＣＰＵから供給される動作モードに応答して情報前記不揮発制御ユニットは
書き込みデータを前記プログラム格納不揮発性メモリの前記２個のフラッシュメモリへシ
リアルにデータ転送するものである請求項９に記載のシングルチップマイクロコンピュー
タ。
【請求項１１】
　前記メインＣＰＵから供給される他の動作モードに応答して前記不揮発制御ユニットは
書き込みデータを前記プログラム格納不揮発性メモリの前記２個のフラッシュメモリへイ
ンターリーブにより交互にデータ転送するものである請求項９に記載のシングルチップマ
イクロコンピュータ。
【請求項１２】
　前記不揮発制御ユニットは、サブＣＰＵと、コントロールメモリとを含み、
　前記プログラム格納不揮発性メモリには、前記不揮発制御ユニットの前記サブＣＰＵに
よる前記不揮発性メモリの書き込みおよび消去を制御する書き込み・消去制御プログラム
が格納され、
　システム起動時には前記プログラム格納不揮発性メモリに格納された前記書き込み・消
去制御プログラムが前記不揮発制御ユニットの前記コントロールメモリへ転送され、
　前記不揮発性メモリの書き込み及び消去の制御は前記メインＣＰＵから発行されたコマ
ンドに応答して前記不揮発制御ユニットの前記サブＣＰＵが前記コントロールメモリに転
送された書き込み・消去制御プログラムの命令を実行することにより行われるものである
請求項７から請求項１１のいずれかに記載のシングルチップマイクロコンピュータ。
【請求項１３】
　前記メインＣＰＵからの前記不揮発性メモリに対する書き込みコマンドは、
　前記データまたはプログラム書き込みのデータサイズに対応したサイズ情報と、
　書き込まれるべきデータ情報と、を含むとされる請求項２記載の半導体集積回路。
【請求項１４】
　前記メインＣＰＵからの前記不揮発性メモリに対する書き込みコマンドは、
　前記データまたはプログラム書き込みのデータサイズに対応したサイズ情報と、
　書き込まれるべきデータ情報と、を含むとされる請求項８記載のシングルチップマイク
ロコンピュータ。
【請求項１５】
　前記メインＣＰＵが接続される第１バスと、
　前記不揮発制御ユニットが接続される第２バスと、を有し、
　前記プログラム格納不揮発性メモリは、前記第１バスを介して前記メインＣＰＵからの
読み出し動作を行い、
　前記データ格納不揮発性メモリは、前記第２バスを介して前記メインＣＰＵからの読み
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出し動作を行うとされる請求項１または１３記載の半導体集積回路。
【請求項１６】
　前記メインＣＰＵが接続される第１バスと、
　前記不揮発制御ユニットが接続される第２バスと、を有し、
　前記プログラム格納不揮発性メモリは、前記第１バスを介して前記メインＣＰＵからの
読み出し動作を行い、
　前記データ格納不揮発性メモリは、前記第２バスを介して前記メインＣＰＵからの読み
出し動作を行うとされる請求項７または１４記載のシングルチップマイクロコンピュータ
。
【請求項１７】
　前記不揮発制御ユニットは、前記第２バスに接続され、
　前記メインＣＰＵからの前記書き込みコマンドを前記第２バス経由で供給されてなる請
求項１５記載の半導体集積回路。
【請求項１８】
　前記不揮発制御ユニットは、前記第２バスに接続され、
　前記メインＣＰＵからの前記書き込みコマンドを前記第２バス経由で供給されてなる請
求項１６記載のシングルチップマイクロコンピュータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は不揮発性メモリを備えたシングルチップマイクロコンピュータ更には半導体集
積回路に関わり、特に、電気的に書き込み及び消去可能な不揮発性フラッシュメモリを内
蔵したシングルチップマイクロコンピュータに利用して有効な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、不揮発性フラッシュメモリを内蔵したシングルチップマイクロコンピ
ュータについての記載がある。このシングルチップマイクロコンピュータは、中央処理ユ
ニット（ＣＰＵ）に接続されたデータ格納用のランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）ととも
にフラッシュメモリを備える。フラッシュメモリは、ＣＰＵのプログラムの格納やデータ
の格納に利用される。フラッシュメモリによって、その内容を、随時書換え可能にし、使
い勝手を向上することができる。特許文献１に記載されたマイクロコンピュータでは、オ
ンチップのフラッシュメモリに対する書き込み・消去を内蔵ＣＰＵに制御させる動作モー
ドと、外部のＰＲＯＭライタに制御させる動作モードとを選択可能になっている。内蔵Ｃ
ＰＵで制御する場合、内蔵ＣＰＵは書き込み・消去を制御する専用のプログラムを逐次実
行ながら、消去電圧の印加と消去ベリファイの制御を繰り返すことにより消去を実行して
、また、書き込み電圧の印加と書き込みベリファイの制御を繰り返すことにより書き込み
を実行する。ＰＲＯＭライタで制御する動作モードが設定されると、マイクロコンピュー
タは外部から見かけ上フラッシュメモリ単体チップと同じように見える。この状態でＰＲ
ＯＭライタが消去電圧の印加及び消去ベリファイの制御により消去を実行して、書き込み
電圧の印加及び書き込みベリファイの制御により書き込みを実行する。
【０００３】
　一方特許文献２に記載されたメモリ単体チップとしてのフラッシュメモリは、外部から
供給される書き込みコマンドや消去コマンドに応答して書き込み及び消去の制御を内部で
行う専用ハードウェアを有する。専用ハードウェアを備える場合、システム外部のホスト
ＣＰＵはフラッシュメモリに書き込みや消去のコマンドを発行するだけで良く、ホストＣ
ＰＵはフラッシュメモリの書き込み及び消去の動作制御に占有されない。
【０００４】
【特許文献１】特開平５－２６６２２０号公報
【特許文献２】特開平１０－９２９５８号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明者等は本発明に先立ってフラッシュメモリモジュールとメインＣＰＵとをチップ
上に搭載したシングルチップマイクロコンピュータの開発に従事した。フラッシュメモリ
モジュールは、フラッシュメモリとフラッシュ制御ユニットとを含み、フラッシュメモリ
モジュールのフラッシュメモリの書き込み及び消去の制御はフラッシュ制御ユニットのサ
ブＣＰＵのプログラム制御によって行われる。
【０００６】
　マイクロコンピュータのメインＣＰＵはフラッシュ制御ユニットのサブＣＰＵにフラッ
シュメモリの書き込み又は消去を行う所定のコマンドを発行すると、所定のコマンドに応
答してサブＣＰＵは命令の逐次実行によりフラッシュメモリの書き込み又は消去を行う。
その結果、フラッシュ制御ユニットのサブＣＰＵによるフラッシュメモリの書き込み又は
消去の動作と並列に、メインＣＰＵはフラッシュメモリへのアクセス以外のその他のデー
タ処理の動作を実行することが可能となり、リアルタイム性能を向上することができる。
【０００７】
　このようなシングルチップマイクロコンピュータのフラッシュメモリには、メインＣＰ
Ｕが実行するプログラムの命令が格納されるとともに、メインＣＰＵによるプログラムの
命令実行結果のデータも格納される。本発明に先立ったフラッシュメモリを搭載したシン
グルチップマイクロコンピュータの開発に際して、フラッシュメモリへのプログラムの命
令が格納される頻度は比較的低いのに対して命令実行結果のデータが格納される頻度が高
いこと、またシングルチップマイクロコンピュータの性能向上のためにはフラッシュメモ
リに格納されたプログラムの命令の読み出し速度を向上する必要性があること、フラッシ
ュメモリに格納されるプログラムのデータサイズは比較的大きいのに対してフラッシュメ
モリに格納される命令実行結果のデータサイズは比較的小さいことが、本発明者等による
検討により明らかとされた。
【０００８】
　このような経緯から、シングルチップマイクロコンピュータのフラッシュメモリを高速
読み出し可能なプログラム格納フラッシュメモリとデータ格納フラッシュメモリとに分割
して、プログラム格納フラッシュメモリへの書き込みデータサイズを大きくする一方、デ
ータ格納フラッシュメモリへの書き込みデータサイズを小さくすることが検討された。ま
た、プログラム格納フラッシュメモリの読み出し性能を向上するために、2つのプログラ
ム格納フラッシュメモリをインターリーブでアクセスすることも検討された。
【０００９】
　しかし、過去に開発されたシングルチップマイクロコンピュータでは、フラッシュ制御
ユニットのサブＣＰＵによるフラッシュメモリの書き込みは固定の書き込みデータサイズ
にのみ対応しているだけで異なる書き込みデータサイズには対応していないと言う問題が
明らかとされた。また、フラッシュ制御ユニットのサブＣＰＵによるフラッシュメモリの
書き込みは、１つのフラッシュメモリに対する書き込みモードに対応しているだけで、イ
ンターリーブでアクセスするような2つのフラッシュメモリに対する書き込みモードには
対応していないと言う問題も明らかにされた。
【００１０】
　本発明は上記の如き本発明に先立った本発明者等の検討を基にしてなされたものであり
、本発明の目的とするところは書き込みデータサイズや書き込みモードの異なるプログラ
ム格納不揮発性メモリとデータ格納不揮発性メモリとのいずれの不揮発性メモリの書き込
みを共通の不揮発制御ユニットにより実行可能なシングルチップマイクロコンピュータ、
更には半導体集積回路を提供することにある。
【００１１】
　本発明の前記並びにその他の目的と新規な特徴は本明細書の記述及び添付図面から明ら
かになるであろう。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
　本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば下記の通り
である。
【００１３】
　本発明の１つの形態によるシングルチップマイクロコンピュータ（１）は、メインＣＰ
Ｕ（２）と、電気的に書き込み及び消去可能な不揮発性メモリモジュール（ＦＬＭ）とを
具備する。
【００１４】
　前記不揮発性メモリモジュール（ＦＬＭ）は、不揮発性メモリ（５、６、９）と、不揮
発制御ユニット（８）とを含む。
【００１５】
　前記メインＣＰＵ（２）から発行されたコマンドに応答して前記不揮発制御ユニット（
８）は前記不揮発性メモリ（５、６、９）の書き込み及び消去の制御を行うものである。
【００１６】
　前記不揮発性メモリ（５、６、９）は、前記メインＣＰＵ（２）が実行するプログラム
を格納するプログラム格納不揮発性メモリ（５、６）と、前記メインＣＰＵによる前記プ
ログラムの命令実行結果のデータを格納するデータ格納不揮発性メモリ（９）とを含む。
【００１７】
　前記不揮発制御ユニット（８）による前記プログラム格納不揮発性メモリ（５、６）へ
のプログラム書き込みのデータサイズは、前記不揮発制御ユニット（８）による前記デー
タ格納不揮発性メモリ（９）へのデータ書き込みのデータサイズと異なるサイズに設定さ
れている。
【００１８】
　前記メインＣＰＵ（２）は前記不揮発制御ユニット（８）に前記プログラム格納不揮発
性メモリ（５、６）へのプログラム書き込みの要求を行う際に前記プログラム書き込みの
データサイズに対応する第１のサイズ情報（Ｈ´８０）を前記不揮発制御ユニット（８）
へ供給する。
【００１９】
　前記メインＣＰＵ（２）は前記不揮発制御ユニット（８）に前記データ格納不揮発性メ
モリ（９）へのデータ書き込みの要求を行う際に前記データ書き込みのデータサイズに対
応する第２のサイズ情報（Ｈ´４０）を前記不揮発制御ユニット（８）へ供給する。
【００２０】
　前記不揮発制御ユニット（８）は前記メインＣＰＵ（２）から供給される前記第１のサ
イズ情報（Ｈ´８０）および前記第２のサイズ情報（Ｈ´４０）に応答して前記不揮発性
メモリ（５、６、９）の前記プログラム格納不揮発性メモリ（５、６）および前記データ
格納不揮発性メモリ（９）へのプログラムおよびデータの書き込みを実行する（図１、図
３参照）。
【００２１】
　本発明の前記１つの形態による手段によれば、前記メインＣＰＵ（２）が前記不揮発性
メモリ（５、６、９）の前記プログラム格納不揮発性メモリ（５、６）または前記データ
格納不揮発性メモリ（９）へプログラムまたはデータの書き込みを要求するかに対応して
前記メインＣＰＵ（２）はデータサイズ情報（Ｈ´８０、Ｈ´４０）を前記不揮発制御ユ
ニット（８）へ供給する。従って、前記不揮発制御ユニット（８）は、書き込みデータサ
イズの異なる前記プログラム格納不揮発性メモリ（５、６）と前記データ格納不揮発性メ
モリ（９）とに書き込みを実行することができる。
【００２２】
　また、前記第１のデータサイズ情報（Ｈ´８０）および第２のデータサイズ情報（Ｈ´
４０）を任意の値に変更することにより、前記プログラム書き込みのデータサイズを前記
データ書き込みのデータサイズよりも大きくしたり、書き込みのデータサイズを小さくし
たりすることが可能である。
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【００２３】
　本発明の１つの好適な形態によるシングルチップマイクロコンピュータ（１）では、前
記不揮発制御ユニット（８）による前記プログラム格納不揮発性メモリ（５、６）へのプ
ログラム書き込みの前記データサイズは、前記不揮発制御ユニット（８）による前記デー
タ格納不揮発性メモリ（９）へのデータ書き込みの前記データサイズよりも大きくされて
いる。
【００２４】
　本発明の１つの好適な形態によるシングルチップマイクロコンピュータ（１）では、前
記データ格納不揮発性メモリは少なくとも１個のフラッシュメモリ（９）を含み、前記プ
ログラム格納不揮発性メモリは少なくとも２個のフラッシュメモリ（５、６）を含む。
【００２５】
　本発明の１つのより好適な形態によるシングルチップマイクロコンピュータ（１）では
、前記メインＣＰＵ（２）から供給される動作モード（Ｈ´Ｅ８）に応答して情報前記不
揮発制御ユニット（８）は書き込みデータ（ＷＤ１…ＷＤ１２８）を前記プログラム格納
不揮発性メモリの前記２個のフラッシュメモリ（５、６）へシリアルにデータ転送するも
のである（図３参照）。
【００２６】
　本発明の１つのより好適な形態によるシングルチップマイクロコンピュータ（１）では
、前記メインＣＰＵ（２）から供給される他の動作モード（Ｈ´Ｅ９）に応答して前記不
揮発制御ユニット（８）は書き込みデータ（ＷＤ１…ＷＤ１２８）を前記プログラム格納
不揮発性メモリの前記２個のフラッシュメモリ（５、６）へインターリーブにより交互に
データ転送するものである（図４参照）。
【００２７】
　本発明の１つのより好適な形態によるシングルチップマイクロコンピュータ（１）では
、前記データ格納不揮発メモリ（９）への書き込みにおいては、前記メインＣＰＵ（２）
から供給される動作モード（Ｈ‘Ｅ８）に応答して前記不揮発制御ユニット（８）は書き
込みデータ（ＷＤ１…ＷＤ６４）を前記データ格納不揮発メモリ（９）へシリアルにデー
タ転送する（図３参照）。
【００２８】
　本発明の１つの具体的な形態によるシングルチップマイクロコンピュータ（１）では、
前記不揮発制御ユニット（８）はサブＣＰＵ（ＦＣＰＵ１２）と、コントロールメモリ（
ＣＲＡＭ１５）とを含む。
【００２９】
　前記プログラム格納不揮発性メモリ（５、６）には、前記不揮発制御ユニット（８）の
前記サブＣＰＵ（ＦＣＰＵ１２）による前記不揮発性メモリ（５、６、９）の書き込みお
よび消去を制御する書き込み・消去制御プログラムが格納されている。
【００３０】
　システム起動時には前記プログラム格納不揮発性メモリ（５、６）に格納された前記書
き込み・消去制御プログラムが前記不揮発制御ユニット（８）の前記コントロールメモリ
（ＣＲＡＭ１５）へ転送される。
【００３１】
　前記不揮発性メモリ（５、６、９）の書き込み及び消去の制御は前記メインＣＰＵから
発行されたコマンドに応答して前記不揮発制御ユニット（８）の前記サブＣＰＵ（ＦＣＰ
Ｕ１２）が前記コントロールメモリ（ＣＲＡＭ１５）に転送された書き込み・消去制御プ
ログラムの命令を実行することにより行われるものである。
【発明の効果】
【００３２】
　本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明す
れば下記の通りである。
【００３３】
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　すなわち、本発明によれば、書き込みデータサイズや書き込みモードの異なるプログラ
ム格納不揮発性メモリとデータ格納不揮発性メモリとのいずれの不揮発性メモリの書き込
みを共通の不揮発制御ユニットにより実行可能とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　≪シングルチップマイクロコンピュータの全体構成≫
　図１は、本発明の１つの実施形態によるシングルチップマイクロコンピュータを示すブ
ロック図である。
【００３５】
　同図に示されたシングルチップマイクロコンピュータ１を構成する回路素子は、ＣＭＯ
Ｓフラッシュメモリ製造プロセスによって、単結晶シリコンの１個の半導体基板上に形成
される。
【００３６】
　マイクロコンピュータ１は、メインＣＰＵ２、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）３、
バスコントローラ（ＢＳＣ）４、フラッシュメモリモジュール（ＦＬＭ）、システムコン
トローラ１０、周辺回路（ＰＲＨＲＬ）１１、Ｉ／Ｏポート（ＩＯＰ）１２を有している
。
【００３７】
　フラッシュメモリモジュール（ＦＬＭ）は、第１のプログラム格納フラッシュメモリ（
ＦＬＰ＿Ａ）５、第２のプログラム格納フラッシュメモリ（ＦＬＰ＿Ｂ）６、プログラム
格納フラッシュ読み出しバッファ（ＦＬＢＵＦ）７、フラッシュ書き込み・消去制御を行
うフラッシュ制御ユニット（ＦＣＵ）８、データ格納フラッシュメモリ（ＦＬＤ）９を含
んでいる。
【００３８】
　周辺回路１１には、タイマ、パルス出力回路、シリアルコミュニケーションインタフェ
ース、Ａ／Ｄ変換器などが含まれる。図示はしないが、割り込みコントローラやクロック
発振器などの回路モジュールも搭載される。
【００３９】
　メインＣＰＵ２は、プログラム格納フラッシュメモリ５、６から命令をフェッチしてデ
コードする命令制御部と、命令制御部による命令デコード結果に基づいて演算等を行って
命令を実行する命令実行部とを有する。ランダムアクセスメモリ３は、メインＣＰＵ２の
ワーク領域とされる。
【００４０】
　システムコントローラ１０には、外部のモード端子ＭＤ０～ＭＤ２及びリセット端子Ｒ
ＥＳＥＴ等が接続される。リセット端子ＲＥＳＥＴがローレベルにされると内部の初期化
が開始され、リセット端子ＲＥＳＥＴがハイレベルにされてリセット指示が解除されると
、メインＣＰＵ２は例えばプログラムの先頭アドレスの命令をフェッチして命令実行動作
を開始する。リセットの指示が解除される時に、モード端子ＭＤ０～ＭＤ２の状態に応じ
てマイクロコンピュータの動作モードが決定される。例えば、動作モードが、通常モード
又はテストモードにされる。テストモードは、特に制限されないが、通常モードに比べ、
デバイステスト、デバイス評価、更にはシステム評価の便に供する機能を利用可能な動作
モードである。
【００４１】
　≪フラッシュメモリモジュール≫
　フラッシュメモリモジュール（ＦＬＭ）では、プログラム格納フラッシュメモリ５、６
はメインＣＰＵ２のプログラムの格納に利用されて、データ格納フラッシュメモリ９はメ
インＣＰＵ２による命令実行結果のデータ等の不揮発記憶すべきデータの格納に利用され
る。これらのフラッシュメモリ５、６、９は、電気的に消去及び書き込み可能な不揮発性
メモリトランジスタを含む複数の不揮発性メモリセルを有する。不揮発性メモリトランジ
スタには、例えば、ソースとドレインの間のチャネル形成領域の上にフローティングゲー
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トのような電荷蓄積領域とコントロールゲートを積み重ねたスタックドゲート構造を採用
可能である。あるいはチャネル形成領域の上に選択ゲートとメモリゲートを分離して配置
して、メモリゲートとチャンネル形成領域との間にシリコンナイトライドのような電荷蓄
積領域を形成したスプリット構造等を採用することができる。
【００４２】
　不揮発性メモリセルのトランジスタは電荷蓄積領域に電子が注入される書き込みによっ
てしきい値電圧が高くされ、書き込みによって蓄積された電子の放出又はホールの注入に
よってしきい値電圧が低くされる。例えばメモリゲートと基板の間に高電界を形成して、
ソース・ドレイン間電流によって発生されるホットエレクトロンを電荷蓄積領域に注入す
ることによって書き込みが行われる。消去の場合には、ホットホールを発生させてこれを
電荷蓄積領域に注入するか、高電界によるトンネル効果により電荷蓄積領域から電子を放
出すればよい。高電界を形成するのに、書き込みでは書き込みパルス電圧を用い、消去で
は消去パルス電圧を用いる。不揮発性メモリセルのトランジスタは、そのしきい値電圧の
相違として情報を記憶する。１個のメモリセルによる情報記憶は１ビットを示す低しきい
値電圧と高しきい値電圧との２値、或いは２ビットを示す低しきい値電圧と低中間しきい
値電圧と高中間しきい値電圧と高しきい値電圧との４値等の多値のいずれであっても良い
。
【００４３】
　≪バスの構成≫
　シングルチップマイクロコンピュータ１は、内部バスＩＢＵＳ、周辺バスＰＢＵＳ、及
び外部バスＥＸＢＵＳを有する。それぞれのバスは、アドレスバス、データバス以外に、
バス権要求信号、バスアクノレッジ信号、バスコマンド（またはリード信号、ライト信号
、バスサイズ信号）、レディ信号（またはウェイト信号）等の信号線を含む。
【００４４】
　内部バスＩＢＵＳは、メインＣＰＵ２や図示されていないデータ転送コントローラ（Ｄ
ＴＣ）、ダイレクトメモリアクセスコントローラ（ＤＭＡＣ）のようなその他の内部バス
マスタに直接接続されるバスである。内部バスＩＢＵＳにはＲＡＭ３、バスコントローラ
４、プログラム格納フラッシュ読み出しバッファ（ＦＬＢＵＦ）７、Ｉ／Ｏポート８等、
少数の回路モジュールが接続される。
【００４５】
　メインＣＰＵ２等が周辺バスＰＢＵＳを使用しない時に、周辺バスＰＢＵＳはバスコン
トローラ４を介して内部バスＩＢＵＳと分離される。これにより、メインＣＰＵ２のプロ
グラムリードなどで、主として使用する内部バスＩＢＵＳの負荷を軽減して、アクセスを
高速化することができる。更に、メインＣＰＵ２等が周辺バスＰＢＵＳを使用しない時に
、周辺バスの状態を保持することが可能になるから、これによって低消費電力化すること
ができる。メインＣＰＵ２が周辺バスＰＢＵＳに接続される回路モジュール内の内部Ｉ／
Ｏレジスタをアクセスする場合は、内部バスＩＢＵＳ及びバスコントローラ４を経由して
行う。内部Ｉ／Ｏレジスタのアクセスは、２ステートで行われる。内部バスＩＢＵＳに比
べて周辺バスＰＢＵＳの接続先は多数であるため、周辺バスＰＢＵＳのバス幅を広げると
物理的な規模が増加するため、周辺バスＰＢＵＳは例えば１６ビットのデータバスを有す
る。
【００４６】
　通常モードにおけるフラッシュメモリ４の読み出し動作は、内部バスＩＢＵＳを経由し
て行う。しかし、書き込み及び消去を指示するためのコマンド及びデータの供給は、周辺
バスＰＢＵＳを経由してフラッシュ制御ユニット８に対して行う。書き込み及び消去動作
は、それ自体に時間がかかり、また、書き込み及び消去動作の頻度はそれほど高くなく、
少なくとも内部バスＩＢＵＳを経由した読み出し動作より大幅に少ないことを考慮したも
のである。また、フラッシュ制御ユニット８を内部バスＩＢＵＳに直接接続すると、内部
バスＩＢＵＳの負荷が大幅に増えることになるからである。
【００４７】
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　内部バスＩＢＵＳと外部バスＥＸＢＵＳは、外部バスバッファ回路（ＢＵＦ）１３によ
ってインタフェースされる。外部バスバッファ回路１３は、入出力ポート１２に含まれる
。周辺バスＰＢＵＳ及び外部バスＥＸＢＵＳに対するバス制御は、バスコントローラ４が
行う。
【００４８】
　≪プログラム格納フラッシュメモリとデータ格納フラッシュメモリ≫
　プログラム格納フラッシュメモリＦＬＰ＿Ａ（５）、ＦＬＰ＿Ｂ（６）は、メインＣＰ
Ｕ２が実行するプログラムを格納するためのフラッシュメモリであり、読み出しを高速実
行できることが求められる。ＦＬＰ＿Ａ（５）とＦＬＰ＿Ｂ（６）は、内部バスＩＢＵＳ
のデータ幅と同じ３２ビットの読み出しデータ幅を持つメモリであるが、読み出し実行に
内部バスＩＢＵＳのアクセスに２ステートを要する。また、ＦＬＰ＿Ａ（５）とＦＬＰ＿
Ｂ（６）の少なくともいずれか一方には、フラッシュ制御ユニット（ＦＣＵ）８内部のサ
ブＣＰＵによるＦＬＰ＿Ａ（５）、ＦＬＰ＿Ｂ（６）、データ格納フラッシュメモリ（Ｆ
ＬＤ）９の書き込みと制御とを実行するための書き込み・消去プログラムが格納されてい
る。
【００４９】
　プログラム格納フラッシュ読み出しバッファ（ＦＬＢＵＦ）７は、ＦＬＰ＿Ａ（５）と
ＦＬＰ＿Ｂ（６）の読み出しデータを格納するバッファ回路である。メインＣＰＵ２によ
るプログラム格納用のフラッシュメモリに対する内部バスＩＢＵＳのアクセスが発生して
、アクセス先のデータがＦＬＢＵＦ７内のバッファに存在しない場合には、ＦＬＢＵＦ７
はＦＬＰ＿Ａ（５）とＦＬＰ＿Ｂ（６）に対するアクセスを発行する。アクセスにより読
み出された６４ビット分のデータをＦＬＢＵＦ７内のバッファに格納すると同時に、内部
バスＩＢＵＳを経由してアクセス先の３２ビットデータをメインＣＰＵ２へ出力する。こ
の場合には、内部バスＩＢＵＳのアクセスの２ステート分の読み出し時間が必要になるた
め、直接的にＦＬＰ＿Ａ（５）とＦＬＰ＿Ｂ（６）を読み出した場合と同等の読み出し性
能を確保できる。アクセス先のデータがＦＬＢＵＦ７内のバッファに存在する場合には、
ＦＬＢＵＦ７はバッファに格納された６４ビットデータのうち、アクセス先に相当する３
２ビットのデータを選択して内部バスＩＢＵＳを経由してメインＣＰＵ２へ出力する。こ
の場合には、内部バスＩＢＵＳのアクセスに１ステート分の時間で読み出しが実行可能で
あるため、ＦＬＰ＿Ａ（５）とＦＬＰ＿Ｂ（６）を直接読み出すよりも高速な読み出し性
能を実現できる。
【００５０】
　データ格納フラッシュメモリ（ＦＬＤ）９は、メインＣＰＵ２のプログラム処理結果を
格納するためのフラッシュメモリであり、読み出しを高速で実行する必要がない。このた
め、ＦＬＤ９は内部バスＩＢＵＳよりも低速な周辺バスＰＢＵＳにＦＬＢＵＦ７のような
バッファ回路を介さずに接続されている。
【００５１】
　図２は、メインＣＰＵ２のアドレス空間におけるＦＬＰ＿Ａ（５）とＦＬＰ＿Ｂ（６）
のアドレス配置を示す図である。ＦＬＢＵＦ７による６４ビット読み出しに対応するため
に、メインＣＰＵ２のアドレス空間において、ＦＬＰ＿Ａ（５）が上位３２ビット側、Ｆ
ＬＰ＿Ｂ（６）が下位３２ビット側に配置されている。プログラム格納用フラッシュメモ
リの連続的な空間に対して書き込みを行う場合には、ＦＬＰ＿Ａ（５）とＦＬＰ＿Ｂ（６
）を書き込む必要があるため、書き込みは２５６バイト単位で実行する必要がある。一方
で、データ格納用のフラッシュメモリ空間にはＦＬＤ９のみが配置されているため、１２
８バイト単位での書き込みが実行できる。
【００５２】
　≪フラッシュ制御ユニット≫
　フラッシュ制御ユニット（ＦＣＵ）８はＦＬＰ＿Ａ（５）、ＦＬＰ＿Ｂ（６）、ＦＬＤ
９の書き込み・消去を実行するためのシーケンサである。ＦＣＵ８によるＦＬＰ＿Ａ（５
）、ＦＬＰ＿Ｂ（６）、ＦＬＤ９のそれぞれに対する書き込みは、１２８バイト単位で実
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行される。
【００５３】
　ＦＣＵ８は、後で詳述するようにサブＣＰＵ（ＦＣＰＵ）を含んでいる。通常モードに
おいてサブＣＰＵ（ＦＣＰＵ）は、メインＣＰＵ２から発行されたコマンドに応答して逐
次命令を実行してフラッシュメモリ５、６、９に対する書き込み及び消去制御を行うもの
である。その結果、メインＣＰＵ２は、コマンド発行後にフラッシュメモリ５、６、９の
書き込み及び消去制御から開放される。しかし、テストモードではメインＣＰＵ２が、任
意の種々の逐次命令を実行することによりフラッシュメモリ４に対する書き込み及び消去
動作の試作評価やテスト評価を自在に行うことが可能にされる。その結果、フラッシュメ
モリ５、６に格納されたＦＣＰＵ１２の動作プログラムに制限されることなく、メインＣ
ＰＵ２の高い自由度のプログラムに従ってテストや検証のための書き込み及び消去制御を
自由に行うことができる。
【００５４】
　≪フラッシュメモリへの書き込みの動作≫
　図３は、本発明の１つの実施形態によるフラッシュメモリへの書き込みの動作を示す図
である。
【００５５】
　メインＣＰＵ２によるストア命令発行などによって、フラッシュメモリ書き込み用コマ
ンド発行用に割り当てられたアドレスに対して周辺バスＰＢＵＳライトを発行すると、Ｆ
ＣＵ８は周辺バスＰＢＵＳライトの内容に対応した処理を実行する。
【００５６】
　最初の周辺バスＰＢＵＳのライトアクセス（Ｃ１）のデータはコマンドの種類を決定す
るためのサイクルであり、メインＣＰＵ２がＦＣＵ８に対してフラッシュメモリの書き込
みを要求する場合にはＨ´Ｅ８をライトする周辺バスＰＢＵＳアクセスを発行すればよい
。
【００５７】
　次の周辺バスＰＢＵＳのライトアクセス（Ｓ１）は、メインＣＰＵ２が書き込みデータ
のサイズを１６ビット単位で決定するためのサイクルである。ＦＬＰ＿Ａ（５）とＦＬＰ
＿Ｂ（６）とに対して合計２５６バイトの書き込みの場合にはＨ´８０をライトする周辺
バスＰＢＵＳアクセスをメインＣＰＵ２が発行して、ＦＬＤ９に対して合計１２８バイト
の書き込みの場合にはＨ´４０をライトする周辺バスＰＢＵＳアクセスをメインＣＰＵ２
が発行すればよい。
【００５８】
　アクセスＳ１よりも後の周辺バスＰＢＵＳのライトアクセス（Ｄ１～Ｄ１２８）は、１
６ビット単位（２バイト単位）で書き込みデータを転送するためのサイクルである。
【００５９】
　図３の上に示すようにＦＬＰ＿Ａ（５）とＦＬＰ＿Ｂ（６）とに対して合計２５６バイ
ト書き込みの場合には、１２８回（Ｄ１～Ｄ１２８）の周辺バスＰＢＵＳのライトアクセ
スを発行する。ＦＣＵ８は１回目（Ｄ１）から１２８回目（Ｄ１２８）までのデータをＦ
ＬＰ＿Ａ（５）およびＦＬＰ＿Ｂ（６）のデータラッチへインターリーブで連続してシリ
アルデータ転送する。ＦＬＰ＿Ａ（５）とＦＬＰ＿Ｂ（６）はインターリーブで交互にア
クセスされるため、奇数回目（Ｄ１、Ｄ３、・・・・、Ｄ１２７）のデータはＦＬＰ＿Ａ
（５）のデータラッチに格納され、偶数回目（Ｄ２、Ｄ４、・・・・、Ｄ１２８）のデー
タはＦＬＰ＿Ｂ（６）のデータラッチに格納されることになる。
【００６０】
　図３の下に示すようにＦＬＤ９に対して合計１２８バイト書き込みの場合には、６４回
（Ｄ１～Ｄ６４）の周辺バスＰＢＵＳのライトアクセスを発行すればＦＬＤ９のデータラ
ッチへ連続してシリアルデータ転送が実行される。
【００６１】
　また、書き込み先のフラッシュメモリのアドレスはＤ１サイクルにおける周辺バスＰＢ
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ＵＳアクセスのアドレスによって決定される。書き込みデータの転送が完了した後に、Ｈ
´Ｄ０をライトする周辺バスＰＢＵＳのアクセス（Ｆ１）を発行する。すると、図３の上
の２５６バイトの書き込みの場合には、ＦＣＵ８はＦＬＰ＿Ａ（５）とＦＬＰ＿Ｂ（６）
とに関してラッチへ転送されたＷＤ１～Ｗ１２８のデータをフラッシュメモリアレーへ並
列内部書き込み処理を行う。図３の下の１２８バイトの書き込みの場合には、ＦＣＵ８は
ＦＬＤ９に対して、ＷＤ１～Ｗ６４のデータをラッチからフラッシュメモリアレーへ連続
的に書き込む内部書き込み処理を実行する。
【００６２】
　フラッシュメモリの書き込みデータに先行する書き込みコマンドに、書き込みサイズを
指定するＳ１サイクルが存在している。従って、ＦＣＵ８はＳ１サイクルで指定されたサ
イズの書き込みデータの転送完了を待つだけでよく、ＦＣＵ８の制御を簡素化できる。書
き込みデータの転送が完了すると、ＦＣＵ８はフラッシュメモリのラッチに転送されたデ
ータをフラッシュメモリアレーへプログラムとベリファイとの反復による内部書き込み処
理を実行する。もし、Ｓ１サイクルが存在しない場合には、ＦＣＵ８が書き込み先のフラ
ッシュメモリの種類を判定して書き込みデータのサイズを決定する必要があり、制御が複
雑になる。
【００６３】
　また、書き込みサイズが全く異なるフラッシュメモリへ書き込みを行う場合にも、Ｓ１
サイクルで指定されたサイズの書き込みデータの転送完了を待つ制御を変更する必要がな
い。このため、フラッシュメモリの追加・変更が発生しても、ＦＣＵ８を変更せずに対応
することが可能である。
【００６４】
　書き込みサイズを指定するサイクル（Ｓ１）に要する時間は、データ転送用のサイクル
（Ｄ１～Ｄ１２８）やＦＣＵ８によるフラッシュメモリ書き込み処理に要する時間と比較
して短い。従って、Ｓ１サイクルのフラッシュメモリへの書き込み動作に要する時間に対
する悪影響は、ほとんどない。
【００６５】
　図４は、本発明の他の実施形態によるフラッシュメモリへの書き込みの動作を示す図で
ある。この動作は、１６ビット単位（２バイト単位）毎のデータ転送が行われるフラッシ
ュメモリがＦＬＰ＿Ａ（５）とＦＬＰ＿Ｂ（６）との間で交代する２５６バイトのインタ
ーリーブの書き込みである。インターリーブの書き込みを行うためのコマンドが図３の上
の２５６バイト書き込みコマンドと相違するのは、最初のサイクル（Ｃ２）における書き
込みデータの値がＨ´Ｅ９であることである。
【００６６】
　２５６バイトのインターリーブ書き込みコマンドの最終サイクル（Ｆ１）に対応する周
辺バスＰＢＵＳのライトアクセスが発行されると、ＦＣＵ８はＦＬＰ＿Ａ（５）とＦＬＰ
＿Ｂ（６）に対する内部書き込み処理を開始する。インターリーブの書き込みコマンドに
対する書き込み処理では、ＦＣＵ８は最初に奇数番のデータＷＤ１、ＷＤ３…ＷＤ１２７
の１２８バイトのデータをＦＬＰ＿Ａ（５）のラッチからＦＬＰ＿Ａ（５）フラッシュメ
モリアレーへ転送して内部書き込みを実行する。その後、ＦＣＵ８は偶数番のデータＷＤ
２、ＷＤ４…ＷＤ１２８の１２８バイトのデータをＦＬＰ＿Ｂ（６）のラッチからＦＬＰ
＿Ｂ（６）のフラッシュメモリアレーへ転送して内部書き込みを実行する。
【００６７】
　図４に示した２５６バイトのインターリーブ書き込みコマンドで要求された書き込みを
ＦＣＵ８が実行する際には、書き込みデータをＦＬＰ＿Ａ（５）用とＦＬＰ＿Ｂ（６）用
とに分類して転送データを事前に準備する。その後、コマンド発行時の周辺バスＰＢＵＳ
のライトアクセスで書き込まれたのとは異なる順番の事前準備データを転送する必要があ
る。
【００６８】
　一方、図３の上に示した２５６バイトの書き込みコマンドでは、コマンド発行時の周辺
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バスＰＢＵＳのライトアクセスと同じ順番でデータをＦＬＰ＿Ａ（５）、ＦＬＰ＿Ｂ（６
）へＦＣＵ８が転送する。図４に示した２５６バイトのインターリーブコマンドでは、最
初のサイクル（Ｃ２）でインターリーブ書き込みであることが指定されている。従って、
ＦＣＵ８が書き込み先のフラッシュメモリの種類を判定して書き込みデータの書き込み順
を切り替える制御をする必要がなく、事前準備データを転送すればよいので、ＦＣＵ８の
制御を簡素化できる。
【００６９】
　フラッシュメモリに書き込み単位分のデータを書き込む期間は、書き込み先のメモリに
高電圧を印加する必要がある。２５６バイトのデータをＦＬＰ＿Ａ（５）とＦＬＰ＿Ｂ（
６）とに並列内部書き込みを行う図３の上の方式の場合、ＦＬＰ＿Ａ（５）とＦＬＰ＿Ｂ
（６）とに同時に高電圧を印加する必要があるため、電源供給能力を大きくしなければな
らない。図４の方式では、最初にＦＬＰ＿Ａ（５）に１２８バイト分のデータを内部書き
込みした後に、ＦＬＰ＿Ｂ（６）に１２８バイト分のデータを内部書き込みするため、Ｆ
ＬＰ＿Ａ（５）とＦＬＰ＿Ｂ（６）とに同時に高電圧を印加する必要がなく、電源供給能
力を大きくする必要がない。
【００７０】
　≪フラッシュ制御ユニットの構成≫
　図５は、図１のシングルチップマイクロプロセッサ１の内部のフラッシュ制御ユニット
（ＦＣＵ）５の内部構成を示す図である。
【００７１】
　同図に示すようにＦＣＵ８は、サブＣＰＵ（ＦＣＰＵ）１２以外にも、フラッシュＣＰ
Ｕインタフェースコントローラ（ＦＩＭＣ）１３、フラッシュバス制御回路（ＦＢＳＣ）
１４、コントロールＲＡＭ（ＣＲＡＭ）１５、フラッシュ書き込み・消去制御回路（ＦＬ
Ｃ）１６、誤り訂正回路（ＥＣＣ）３３、フラッシュバスＦＢＵＳを有する。ＦＣＵ８は
メインＣＰＵ２のアドレス空間に配置され、メインＣＰＵ２は周辺バスＰＢＵＳを経由し
てＦＣＵ８の内部をアクセスすることができる。すなわち、フラッシュＣＰＵインタフェ
ースコントローラ１３（ＦＩＭＣ）は周辺バスＰＢＵＳに接続され、メインＣＰＵ２から
のアクセスに対してＦＣＵ８の全体的な制御を行う。ＦＩＭＣ１３はＦＣＰＵ１２に割り
込み要求信号ＩＲＱと対応するベクタとを発行して、ＦＣＰＵ１２を起動する。また、Ｆ
ＩＭＣ１３はフラッシュバス制御回路（ＦＢＳＣ）１４にバスコマンドを発行することに
よって、コントロールＲＡＭ１５及びＦＬＣ１６に対するフラッシュバスＦＢＵＳ経由の
バス制御を行う。コントロールＲＡＭ１５はＦＣＰＵ１２のフラッシュ書き込み・消去の
動作プログラムの格納領域、或いはＦＣＰＵ１２のワーク領域等に用いられる。ＦＬＣ１
６は、フラッシュメモリ５、６、９に対する動作制御レジスタ（ＦＣＮＴＲ）１８、消去
ブロック指定レジスタ（ＥＢＬＫＲ）１７及びトリミングレジスタを有する。ＦＬＣ１６
は、動作制御レジスタ１８に設定される制御ビットの状態に従って、フラッシュメモリ５
、６、９の書き込み・消去の動作を制御する。動作制御レジスタ１８の制御ビットは、例
えば書き込みイネーブルビットＷＥ、書き込み指示ビットＰ、及び消去指示ビットＥ等と
されている。書き込みイネーブルビットＷＥは、論理値“１”によって書き込み・消去動
作の指示の有効性を示す。書き込み指示ビットＰは、論理値“１”によって書き込みパル
ス電圧の印加を指示する。消去指示ビットＥは、論理値“１”によって消去パルス電圧の
印加を指示する。ＦＬＣ１６のトリミングレジスタには、フラッシュメモリ５、６、９の
書き込みパルス電圧、消去パルス電圧、ドレイン電圧、ソース電圧、ベリファイ電圧の各
々の電圧レベルの微調整や、書き込みパルス電圧及び消去パルス電圧のパルス幅の微調整
を行うためのトリミングデータが設定される。
【００７２】
　トリミングデータやＦＣＰＵ１２の書き込み・消去の動作プログラムの初期値はフラッ
シュメモリ９が保有しており、トリミングデータと書き込み・消去の動作プログラムとは
パワーオンリセットに応答してメインＣＰＵ２、データ転送コントローラ（ＤＴＣ、図示
せず）、ダイレクトメモリアクセスコントローラ（ＤＭＡＣ、図示せず）のいずれかがト
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リミングデータレジスタ及びコントロールＲＡＭ１５とにそれぞれ内部転送することが可
能である。トリミングデータレジスタ及びコントロールＲＡＭ１５のプログラム領域は通
常モードではユーザープログラムを実行しているメインＣＰＵ２からの書き込みアクセス
不可能にされ、保護されている。しかし、テストモードでは、これらはメインＣＰＵ２に
より自由にアクセス可能にされる。消去ブロック指定レジスタ１７には、消去ブロック又
は消去アドレスが設定される。書き込みデータ及び書き込みアドレスは、フラッシュメモ
リ内部のデータレジスタ及びアドレスレジスタにセットされる。
【００７３】
　割り込みによるＦＣＰＵ１２の起動について、説明する。ＦＩＭＣ１３は、メインＣＰ
Ｕ２から周辺バスＰＢＵＳを経由してアクセス可能にされる内部Ｉ／Ｏレジスタ（ＩＩＯ
Ｒ）２０、コントロールレジスタ（ＣＮＴＲ）２１、ステータスレジスタ（ＳＴＳＲ）２
２、割り込み制御レジスタ（ＩＮＴＲ）３１、ＣＲＡＭ制御レジスタ（ＣＲＣＮＴＲ）３
２を有する。コントロールレジスタ２１は書き込み・消去フラグＦＥＮＴＲＹ等の設定領
域とされ、メインＣＰＵ２によって書き込み可能にされ、ＦＣＰＵ１２によって読み出し
可能にされている。ステータスレジスタ２２はビジーフラグＢＵＳＹやコマンドエンドフ
ラグＣＭＤＥ等の記憶領域とされ、ＦＣＰＵ１２によって書き込み可能にされ、メインＣ
ＰＵ２によって読み出し可能にされている。また、ＦＣＰＵ１２は経路２３からステータ
スレジスタ２２に対する書き込みを行う。割り込み制御レジスタ３１の割り込みイネーブ
ルビットＩＮＴＥＮがセットされている状態でステータスレジスタ２２のエラービットＥ
ＲＲが誤り訂正回路３３によりセットされると、誤り割り込み信号ＥＲＲＩＮＴがアサー
トされて、バスコントローラ４を経由してメインＣＰＵ２に割り込み要求が通知される。
誤り訂正回路３３はコントロールＲＡＭ１５に格納されたＦＣＵ１２の書き込み・消去制
御プログラムのソフトエラーによるデータ誤りを検出すると、ステータスレジスタ２２に
エラービットＥＲＲをセットして、フラッシュメモリ５、６からＣＲＡＭ１５へのＦＣＵ
１２の書き込み・消去制御プログラムの再転送を要求する。再転送されたＦＣＵ１２の書
き込み・消去制御プログラムをＣＲＡＭ１５へ書き込むために、ＣＲＡＭ制御レジスタ３
２のＣＲＡＭアクセスイネーブルビットＣＲＥＮがセットされる。ＣＲＡＭアクセスイネ
ーブルビットＣＲＥＮはＣＲＡＭアクセス通知信号ＣＲＡＭＥＮに反映されて、ＣＲＡＭ
アクセス通知信号ＣＲＡＭＥＮはバスコントローラ４へ供給される。バスコントローラ４
は内部バスＩＢＵＳ上のフラッシュメモリ５、６から読み出されたＦＣＵ１２の書き込み
・消去制御プログラムを周辺バスＰＢＵＳに転送するので、メインＣＰＵ２、ＤＴＣ、Ｄ
ＭＡＣのいずれかがＢＳＣ４を経由してＣＲＡＭ１５へのＦＣＵ１２の書き込み・消去制
御プログラムの再転送を実行する。
【００７４】
　通常モードにおいて書き込み・消去フラグＦＥＮＴＲＹ＝“１”の時に、メインＣＰＵ
２からフラッシュメモリ５、６、９の不揮発性メモリアレイにマッピングされたアドレス
にデータを書き込むアクセスをＦＩＭＣ１３が検出すると、その書き込みアクセスをＦＩ
ＭＣ１３はフラッシュ書き込みコマンドとして認識する。また、メインＣＰＵ２から消去
ブロック指定レジスタ１７に消去アドレス若しくは消去ブロック指定情報を書込むアクセ
スをＦＩＭＣ１３が検出すると、その書き込みアクセスをＦＩＭＣ１３はフラッシュ消去
コマンドとして認識する。ＦＩＭＣ１３はそのコマンド解釈に従ってＦＣＰＵ１２への割
り込み要求信号ＩＲＱを活性化して、コマンドに応ずるベクタを発行する。これによって
ＦＣＰＵ１２は、ベクタによって指定される書き込み制御プログラム又は消去制御プログ
ラムをコントロールＲＡＭ１５からフェッチして実行する。フラッシュ書き込みコマンド
に応答する場合、ＦＣＰＵ１２はその書き込み制御プログラムに従ってフラッシュ書き込
みコマンドと認識した書き込みアクセスに係るアドレスとデータを内部ＩＯレジスタ２０
からコントロールＲＡＭ１５に取り込み、フラッシュメモリに転送して、ＦＬＣ１６内部
のＦＣＮＴＲ１８のＷＥ、Ｐビット等を順次設定しながら、フラッシュメモリ５、６、９
に対する書き込みを行う。フラッシュ消去コマンドに応答する場合、ＦＣＰＵ１２はその
消去制御プログラムに従ってフラッシュ消去コマンドと認識した消去ブロック指定データ
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を内部ＩＯレジスタ２０からコントロールＲＡＭ１５に取り込み、フラッシュメモリに転
送して、ＦＬＣ１６内部のＦＣＮＴＲ１８のＷＥ、Ｅビット等を順次設定しながら、フラ
ッシュメモリ５、６、９に対する消去を行う。
【００７５】
　ＦＣＵ８からの書き込み・消去フラグＦＥＮＴＲＹは、ＦＩＭＣ１３からバスコントロ
ーラ（ＢＳＣ）６に供給される。通常モードにおいて書き込み・消去フラグＦＥＮＴＲＹ
＝“０”の時に、フラッシュメモリ５、６、９のマッピングアドレス又は消去ブロック指
定レジスタ１７に対するメインＣＰＵ２からの書き込みアクセスをＢＳＣ４が検出すると
、例えばアドレスエラーを発生させてフラッシュメモリ５、６、９への書き込み動作を無
効とする。従って、通常モードにおいて書き込み・消去フラグＦＥＮＴＲＹ＝“０”の時
には、フラッシュメモリ５、６、９には内部バスＩＢＵＳ経由のリードアクセスだけが可
能にされる。尚、テストモードでは書き込み・消去フラグＦＥＮＴＲＹはＢＳＣ４による
フラッシュメモリ５、６、９に対するアクセス経路の制御だけに用いられる。すなわち、
フラッシュメモリ５、６、９に対しては、テストモードにおいてＦＥＮＴＲＹ＝１の時に
はＢＳＣ４及び周辺バスＰＢＵＳ経由のアクセスだけが許容され、ＦＥＮＴＲＹ＝“０”
の時には内部バスＩＢＵＳ経由のリードアクセスだけが許容される。
【００７６】
　フラッシュバス制御回路（ＦＢＳＣ）１４を経由するコントロールＲＡＭ１５及びＦＬ
Ｃ１６のアクセス制御について、説明する。通常モード及びテストモードのいずれにおい
ても、フラッシュ制御ユニット（ＦＣＵ）５のマッピングアドレス（消去ブロック指定レ
ジスタ１７のマッピングアドレスを除く）に対するメインＣＰＵ２またはＤＴＣ、ＤＭＡ
Ｃのいずれかからのアクセスに対して、ＣＰＵインタフェースコントローラ（ＦＩＭＣ）
１３はアクセスコマンドをＦＢＳＣ１４に発行する。発行されたアクセスコマンドに従っ
てＦＢＳＣ１４は、フラッシュバスＦＢＵＳの制御を行ってコントロールＲＡＭ１５及び
ＦＬＣ１６へのリードアクセス及びライトアクセスを行うことができる。特に制限されな
いが、通常モードではＦＬＣ１６のトリミングレジスタに対する自由なアクセスは許容さ
れていない。しかし、テストモードでは、メインＣＰＵ２からフラッシュメモリ５、６、
９のマッピングアドレスにデータを書き込むアクセスがあっても、また、メインＣＰＵ２
から消去ブロック指定レジスタ１７に対してデータを書き込むアクセスがあっても、ＣＰ
Ｕインタフェースコントローラ１３はＦＣＰＵ１２を起動せず、対応するアクセスコマン
ドをＦＢＳＣ１４に発行する。それに従ってＦＢＳＣ１４がフラッシュバスＦＢＵＳの制
御を行って、ＣＰＵインタフェースコントローラ１３の内部ＩＯレジスタ２０に保持され
た書き込みデータ及び書き込みアドレスをフラッシュメモリ５、６、９に供給して、又は
消去ブロックアドレスを消去ブロック指定レジスタ１７に供給する。この後、メインＣＰ
Ｕ２はＦＬＣ１６のレジタ１８に対する書き込みアクセスを発行することによって消去ビ
ットＥやプログラムビットＰを直接操作して、消去動作又は書き込み動作を行うことがで
きる。
【００７７】
　テストモードでは、メインＣＰＵ２はＦＬＣ１６のトリミングレジスタを直接操作する
ことができるから、トリミングデータの設定次第で、例えば、フラッシュメモリ５、６、
９における書き込みパルス電圧、消去パルス電圧、パルス印加時間、ドレイン電圧、及び
ソース電圧等を微調整することができる。そのような電圧や時間を微調整することによっ
て、マイクロコンピュータ１の製造プロセス、不揮発性メモリの素子構成、あるいはマイ
クロコンピュータ１の個体差などに即して、最適な書き込み、最適な消去の制御が可能に
される。これらの電圧や時間は量産時には固定にされるのがよいが、少なくとも試作評価
時には可変にする必要がある。
【００７８】
　更にテストモードでは、メインＣＰＵ２はコントロールＲＡＭ１５に格納されたＦＣＰ
Ｕ１２の書き込み・消去制御プログラムを書き換えることができる。試作評価時には、テ
ストモードで、メインＣＰＵ２による制御プログラム実行で書き込み・消去を実行して、
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基本機能や必要なパラメータなどの確認を行うことができる。試作評価時は、機器制御を
行うわけではないので、リアルタイム性の要求される割り込み処理などを考慮する必要が
ない。
【００７９】
　図５に示したＦＣＵ８のエラー訂正回路（ＥＣＣ）３３は、コントロールＲＡＭ（ＣＲ
ＡＭ）１５の格納データが破壊されたことを検出するための回路である。フラッシュバス
ＦＢＵＳを経由してＣＲＡＭ１５に対する書き込みが実行される場合には、ＥＣＣ３３が
ＦＢＵＳから出力されたデータに対応したエラー訂正符号を生成して、書き込みデータと
ともにエラー訂正符号をＣＲＡＭ１５に書き込む。フラッシュバスＦＢＵＳを経由してＣ
ＲＡＭ１５に対する読み出しが実行される場合には、ＥＣＣ３３がＣＲＡＭ１５から読み
出されたデータとエラー訂正符号に基づいて読み出しデータを生成して、フラッシュバス
ＦＢＵＳに出力する。読み出しデータ生成時に、ＥＣＣ３３がＣＲＡＭ１５から読み出さ
れたデータまたはエラー訂正符号に誤りを検出すると、ＥＣＣエラー信号ＥＣＣＥＲＲが
アサートされる。ＦＩＭＣ１３のステータスレジスタ（ＳＴＳＲ）２２のエラービットＥ
ＲＲは、ＥＣＣエラー信号ＥＣＣＥＲＲがアサートされるとセットされるフラグである。
割り込み制御レジスタ（ＩＮＴＲ）３１の割り込みイネーブルビットＩＮＴＥＮがセット
された状態で、ＳＴＳＲ２２のエラービットＥＲＲがセットされると、エラー割り込み信
号ＥＲＲＩＮＴがアサートされて、メインＣＰＵ２に割り込み要求が通知される。すると
、メインＣＰＵ２、ＤＴＣ、ＤＭＡＣのいずれかを用いて、フラッシュメモリ５、６に格
納されたＦＣＵ８のＦＣＰＵ１２によるフラッシュメモリ５、６、９の書き込み・消去制
御プログラムのデータをＦＣＵ８のＣＲＡＭ１５へ再転送するものである。
【００８０】
　尚、ＣＲＡＭ制御レジスタ（ＣＲＣＮＴＲ）３２のＣＲＡＭアクセスイネーブルビット
ＣＲＥＮは、ＣＲＡＭ１５へのアクセス許可・禁止を制御するためのビットである。ＣＲ
ＡＭアクセスイネーブルビットＣＲＥＮが“０”の場合にはＣＲＡＭ１５へのアクセスは
禁止され、“１”の場合にはＣＲＡＭ１５へのアクセスが許可される。ＣＲＡＭアクセス
通知信号ＣＲＡＭＥＮはＣＲＡＭアクセスイネーブルビットＣＲＥＮの値をＦＣＵ８から
ＢＳＣ４に通知するための信号である。ＢＳＣ４は、ＣＲＡＭアクセス通知信号ＣＲＡＭ
ＥＮがアサートされている場合のみ、ＣＲＡＭ１５に対する内部バスＩＢＵＳのアクセス
を周辺バスＰＢＵＳに伝播する。しかし、ＣＲＡＭアクセス通知信号ＣＲＡＭＥＮがネゲ
ートされた状態で発行されたＣＲＡＭ１５に対するアクセスは、無効化される。
【００８１】
　このマイクロコンピュータ１では、システム起動後にフラッシュメモリ４に格納された
ユーザープログラムのメインＣＰＵ２による実行と並行して、ＤＴＣ、ＤＭＡＣのいずれ
かを使用してフラッシュメモリ５、６からＣＲＡＭ１５にＦＣＵ８のＦＣＰＵ１２による
フラッシュメモリ５、６、９の書き込み・消去制御プログラムを転送することが可能であ
る。また、システムの起動後にメインＣＰＵ２がＦＣＰＵ１２によるフラッシュメモリ５
、６、９の書き込み・消去制御プログラムをフラッシュメモリ５、６からＣＲＡＭ１５に
転送することも可能である。
【００８２】
　更に、このマイクロコンピュータ１では、メインＣＰＵ２によりＦＣＵ８のＦＩＭＣ１
３のＳＴＳＲ２２のエラービットＥＲＲを読み出し、またはエラー割り込み信号ＥＲＲＩ
ＮＴによって、ＣＲＡＭ１５の格納データが破壊されているかどうかを判定することが可
能である。ＣＲＡＭ１５の格納データが破壊された場合には、ＦＣＵ８のＦＣＰＵ１２に
よるフラッシュメモリ５、６、９の書き込み・消去制御プログラムのプログラムをメイン
ＣＰＵ２、ＤＴＣ、ＤＭＡＣのいずれかがフラッシュメモリ５、６からＣＲＡＭ１５へ再
転送するため、ＦＣＵ８の誤動作を防止して、マイクロコンピュータの信頼性を向上する
ことができると言う効果が得られる。
【００８３】
　以上本発明者によってなされた発明を実施形態に基づいて具体的に説明したが、本発明
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ることは言うまでもない。
【００８４】
　以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野で
あるシングルチップマイクロコンピュータに適用した場合について説明したが、それに限
定されるものではなく、その他の半導体集積回路装置、例えば、マイクロコントローラ、
デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）を中心にした半導体集積回路装置にも適用可能で
ある。
【００８５】
　さらに不揮発性メモリとしては、フラッシュメモリ等のように電荷蓄積領域に電荷を注
入したり電荷蓄積領域から電荷を放出するタイプ以外に、例えば相変化メモリも採用する
ことができる。例えば、相変化メモリの消去はメモリセルの抵抗に電流を流すことにより
抵抗を溶融した後に電流を激減させることで多結晶化して高抵抗とし、相変化メモリの書
き込みはメモリセルの抵抗に電流を流すことにより抵抗を溶融した後に電流を徐々に減少
させることで単結晶化して低抵抗とすることで実現することができる。この相変化メモリ
でも、消去処理や書き込み処理は消去または書き込みの電流パルスの印加とベリファイ動
作との反復処理となる。本発明は少なくとも、不揮発性メモリとデータ処理装置を内蔵し
た半導体集積回路装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】図１は、本発明の１つの実施形態によるシングルチップマイクロコンピュータを
示すブロック図である。
【図２】図２は、図１のマイクロプロセッサのメインＣＰＵ２のアドレス空間におけるプ
ログラム格納フラッシュメモリ５、６のアドレス配置を示す図である。
【図３】図３は、本発明の１つの実施形態によるフラッシュメモリへの書き込みの動作を
示す図である。
【図４】図４は、本発明の他の実施形態によるフラッシュメモリへの書き込みの動作を示
す図である。
【図５】図５は、図１のシングルチップマイクロプロセッサの内部のフラッシュ制御ユニ
ット５の内部構成を示す図である。
【符号の説明】
【００８７】
　１　シングルチップマイクロコンピュータ
　２　中央処理ユニット（ＣＰＵ）
　３　ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
　４　バスコントローラ（ＢＳＣ）
　ＦＬＭ　フラッシュモジュール
　５　プログラム格納フラッシュ
　６　プログラム格納フラッシュ
　７　プログラム格納フラッシュ読み出しバッファ
　８　フラッシュ制御ユニット
　９　データ格納フラッシュ
　１０　システムコントローラ（ＳＹＳＣ）
　ＭＤ０～ＭＤ２　モード端子
　１１　周辺回路（ＰＲＨＲＬ）
　１２　Ｉ／Ｏポート（ＩＯＰ）
　内部バスＩＢＵＳ　内部バス
　周辺バスＰＢＵＳ　周辺バス
　ＥＸＢＵＳ　外部バス
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